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１．背景

小泉純一郎元内閣総理大臣による知的財産立国宣言

がされたのは 2002 年のことであった(1)。2003 年には

知的財産基本法（平成 14 年 12 月 4 日法律第 122 号）

が施行され，同法 24 条により内閣におかれた知的財

産戦略本部は同法 23 条に基づいて「知的財産の創造，

保護及び活用に関する推進計画」(2)を作成した。2004

年以降，この推進計画は「知的財産推進計画」に名称

を変更され，同法 23 条 6 項に基づいて毎年作成され

ている(3)。

知的財産基本法 22 条は，人材の確保等として，国が

大学等と連携協力を図りながら，知的財産に関する専

門的知識を有する人材の養成等に必要な施策を講ずべ

きことを規定する。これを受けて「知的財産の創造，

保護及び活用に関する推進計画」とそれに続く 2008

年までの「知的財産推進計画」は，いずれもその第 5

章を「人材の育成と国民意識の向上」にあてる。また，

2009 年以降の「知的財産推進計画」においても，知的

財産人材の育成は知的財産の創造，保護及び活用の促

進を下支えする重要な施策と位置付けられている(4)。

このような背景のもと，大学，大学院において知的

財産に関する教育の取組みが開始されて久しい。なか

でも大阪工業大学（以下，「本学」という。）は，学部

教育において知的財産に関する専門学部である知的財

産学部（以下，「本学部」という。）をおく我が国で唯

一の大学である。本学に本学部がおかれたのは 2003

年のことであり，本学に知的財産専門職大学院（以下，

「本大学院」という。）がおかれたのは 2年後の 2005 年

のことであった(5)。本学は 1922 年に創設された関西

工学専修学校を前身とする大学であり，その建学の精

神は「世のため，人のため，地域のために『理論に裏

付けられた実践的技術をもち，現場で活躍できる専門

職業人の育成』を行いたい。」というものである。この

精神は本学部における知的財産人材の育成においても

貫かれている。

一方，2008 年の中央教育審議会答申(6)は，学士課程

教育構築の観点から「知識・理解（文化，社会，自然
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等）」「汎用的技能（コミュニケーションスキル，数量

的スキル，問題解決能力等）」「態度・志向性（自己管

理力，チームワーク，倫理観，社会的責任等）」「総合

的な学習経験と創造的思考力」を主な内容とする「学

士力」を培うべきことを求める。さらに，2012 年の中

央教育審議会答申(7)は，「学士力」を成熟社会において

求められる能力，すなわち「答えのない問題に解を見

出していくための批判的，合理的な思考力等の認知的

能力」「チームワークやリーダーシップを発揮して社

会的責任を担う，倫理的，社会的能力」「総合的かつ持

続的な学修経験に基づく創造力と構想力」「想定外の

困難に際して的確な判断ができるための基盤となる教

養，知識，経験」等予測困難な時代において高等教育

段階で培うことが求められる能力であると位置づけた

うえで，「学士力」を培うためには，「ディスカッショ

ンやディベートといった双方向の授業やインターン

シップ等の教室外学修プログラムによる主体的な学修

を促す学士課程教育の質的転換が必要」であるとす

る。

そのような能動的学修としてアクティブ・ラーニン

グが注目される。2012 年の中央教育審議会答申によ

る定義に基づくと，アクティブ・ラーニングとは「教

員による一方向的な講義形式の教育とは異なり，学修

者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法

の総称」をいい「学修者が能動的に学修することに

よって，認知的，倫理的，社会的能力，教養，知識，

経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習，問

題解決学習，体験学習，調査学習等が含まれるが，教

室内でのグループ・ディスカッション，ディベート，

グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニング

の方法である。」とされる。なかでも問題解決学習は

PBL（Problem Based Learning）とよばれることがあ

る。

２．大阪工業大学における取組み

このような要請を受けて，本学部においてもアク

ティブ・ラーニング，なかでも PBLを取り入れた授業

による知的財産人材の育成に取り組むこととした。具

体的には，2016 年度よりカリキュラム・マップにおい

て専門領域の一部を構成する探求科目のなかに「特許

意匠探求」「コンテンツ知的財産探求」「ブランド知的

財産探求」「国際知的財産探求」「知的財産経営探求」

「地域知的財産探求」の 6科目を新設した。「ブランド

知的財産探求」「知的財産経営探求」は前期の開講であ

り，「特許意匠探求」「コンテンツ知的財産探求」「国際

知的財産探求」は後期の開講である。なお，「地域知的

財産探求」は 2016 年度不開講である。本学部の学生

は 3年次の前期または後期にこれらの科目のうち少な

くとも一つを履修しなければならない。

これらの科目はいずれも金曜日の 2限から 4限まで

3コマ連続して配置した。2限の開始は午前 11 時であ

り，昼食をはさんで 4 限の終了は午後 4 時 30 分とな

る。このような授業が 15 週にわたって行われる。週

3コマの授業を 15 週にわたって行うので，一つの科目

は計 45 コマの授業から構成される。なお，1 コマは

90 分である。これらの科目をどのように設計し，どの

ように学生の成績評価を行うかは，これらの科目を担

当する教員の裁量にゆだねられる。ただし，これらの

科目を新設したことにともなって廃講となる科目も存

在するので，これらの科目には廃講となる科目におい

て修得することが予定されていた内容を引き継いだう

えで PBLとして発展させることが期待される。

筆者は，これらの科目のうち「ブランド知的財産探

求」を他の教員とともに担当する機会を得た。他の教

員には特許事務所に勤務する弁理士であって本学部と

本大学院の講師を務める教員を含む。「ブランド知的

財産探求」は 2016 年度前期に 1 年目の授業を終了し

たので，その総括を行いたい。また，筆者は同じく

PBL を取り入れた科目であって 2015 年度後期に新設

した「工業デザインと知的財産」を他の教員とともに

担当している。本学部の学生は 2年次の後期に「工業

デザインと知的財産」を履修することができる。そこ

で，PBLを取り入れた授業による知的財産人材の育成

の観点から，「工業デザインと知的財産」についてもあ

わせて紹介したい。

３．ブランド知的財産探求

（１） 概要

「ブランド知的財産探求」は，廃講となる科目である

「マーケティングとブランド」「商標手続」において修

得することが予定されていた内容を引き継いだうえで

PBL として発展させた科目である。「マーケティング

とブランド」は，マーケティングとブランドの基礎，

ブランドと知的財産法の関係等について理解すること

を目標とする科目である。また，「商標手続」は，商標

登録出願から登録までの手続の流れ，商標権の活用と
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紛争解決等について理解することを目標とする科目で

ある。

そこで，「ブランド知的財産探求」は，マーケティン

グとブランドの基礎を理解したうえで学生が自らブラ

ンド提案を行い，提案したブランドに含まれる商標に

ついて先行調査，商標登録出願，中間処理，使用許諾

契約，侵害警告，侵害訴訟の手続を演習形式の授業で

もって体験することができるように設計した。「ブラ

ンド知的財産探求」を履修する学生には，自らが主人

公となって提案したブランドを守り育てることが求め

られる。

本学部の 3 年次の学生 136 名のうち 36 名が「ブラ

ンド知的財産探求」を履修した。金曜日に配置される

3 コマの授業は，2限を講義形式の授業にあて，3限と

4 限を演習形式の授業にあてることを基本とした。3

限と 4限にあてられた演習形式の授業において必要と

なる知識を 2限にあてられた講義形式の授業において

教授する。演習形式の授業は個人ワークとグループ・

ワークによって構成される。グループ・ワークを行う

前に個人ワークを行うことによって課題に対する自ら

の意見を整理したうえでグループ・ワークに臨むこと

ができる。グループ・ワークを行うにあたって「ブラ

ンド知的財産探求」を履修する 36 名の学生を 6 名ず

つ六つの班に分けた。また，グループ・ワークを行っ

た後は，その成果を班ごとに発表することとした。な

お，グループ・ワークへの取り組み方等の平常点に加

えて，個人ワークの成果をまとめた個人報告書とグ

ループ・ワークの成果をまとめたグループ報告書を成

績評価の対象とすることによってバランスの取れた成

績評価を行うことができたと考えている。

（２） 教員

「ブランド知的財産探求」は筆者を含む 5 名の教員

が担当したが，そのなかで筆者は全体の取りまとめを

行った。5 名の教員は，特許事務所に勤務する弁理士

であって本学部と本大学院の講師を務める教員 1名と

本大学院の教員であって本学部の科目も担当する教員

4 名から構成される。以下，順に紹介する。石川克司

講師(8)は商標，意匠等を専門分野とする弁理士であっ

て審判，訴訟等の経験も豊富である。また，本学部の

科目であって廃講となる科目である「マーケティング

とブランド」「商標手続」，本大学院の科目である

「マーケティングとブランド特論」を担当する教員で

ある。以下の 4 名はいずれも本大学院の教員である。

箱田聖二教授は武田薬品工業株式会社の出身であり研

究開発と知的財産に関する経験を有する。西岡泉教授

は株式会社神鋼環境ソリューションの出身であり知的

財産に関する経験を有する。三浦武範准教授は情報検

索とコンテンツ関係に造詣が深い。また，本学部の科

目である「知的財産情報」，本大学院の科目である「知

的財産情報検索分析要論」等を担当する教員である。

筆者はパナソニック株式会社の出身であり研究開発と

知的財産に関する経験を有するとともに法学の学位を

もつ。また，本学部の科目である「商標法」，本大学院

の科目である「商標法要論」「商標法特論」等を担当す

る教員である。

「ブランド知的財産探求」を履修する学生は，班ごと

に自らブランド提案を行わなければならない。ブラン

ド提案は産業分野を限定しない。ブランド提案を題材

としてその後の授業が進められる。弁理士は知的財産

法とその関連法の専門家であって，企業に対しては知

的財産についてのコンサルタントとして関わりをもつ

ことも多く，「ブランド知的財産探求」を担当する教員

として適任である。また，本大学院の教員はそれぞれ

異なる産業分野において知的財産に関する経験を有す

る教員と，情報検索とコンテンツ関係を得意とする教

員から構成されており，「ブランド知的財産探求」を担

当する教員の構成は，極めてバランスが取れているも

のと自負している。

（３） 構成

「ブランド知的財産探求」においては，週 3コマの授

業を 15 週にわたって行う計 45 コマの授業を四つの

パートから構成した。パートⅠはマーケティングとブ

ランドに関するパートである。ここでは，マーケティ

ングとブランドの基礎を理解したうえで学生が自らブ

ランド提案を行う。パートⅡは商標権の取得に関する

パートである。ここでは，商標手続を概観したうえ

で，ブランド提案に含まれる商標についての先行調

査，商標登録出願，中間処理の演習を行う。パートⅢ

は商標権の活用に関するパートである。ここでは，ブ

ランド提案に含まれる商標についての使用許諾契約，

侵害警告，侵害訴訟の演習を行う。パートⅣはまとめ

のパートである。「ブランド知的財産探求」において

修得した内容を班ごとにまとめて発表する。
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（４） 詳細

週ごとに担当の教員を設定したが，それ以外の教員

も授業に参加して担当の教員をサポートするととも

に，演習形式の授業においては必要に応じて学生に助

言を与える。演習形式の授業は個人ワークとグルー

プ・ワークによって構成される。石川講師の提案によ

り，グループ・ワークには，マーカーによって記入と

消去が可能な大判のシートを班ごとに使用した。この

シートをテーブル上に広げることによって，複数の学

生が議論をしつつグループ・ワークの成果をまとめる

ことができる。また，このシートは静電気によって教

室壁面に付着するので，テーブル上でグループ・ワー

クの成果をまとめたシートをそのまま教室壁面に付着

させてすぐに発表することができる。このシートをデ

ジタル・カメラによって撮影したものがグループ報告

書となる。ただし，一部のグループ・ワークについて

は，プレゼンテーション・ソフトを使用してグループ

報告書の作成と発表を行うこととした。

なお，「ブランド知的財産探求」は 3年次の前期に履

修する科目であるが，筆者が担当する科目であり「ブ

ランド知的財産探求」の基礎となる科目である「商標

法」は必修科目であって本学部の学生は 2年次の前期

に全員履修している。したがって，「ブランド知的財

産探求」を履修する学生は，商標法に関する基礎的な

知識を有している。また，「ブランド知的財産探求」に

使用する教室においては，無線 LAN を介してイン

ターネットに接続することができる。学生は必要に応

じてノート PC を持参することが求められる。以下，

週ごとの授業の内容を示す。

①パートⅠ：マーケティングとブランド

第 1週：マーケティングとブランド（1）（石川講師担

当）

5 名の教員による「ブランド知的財産探求」につい

てのガイダンスと班分けを行った。また，ブランドの

基礎として，その重要性，起源，成立ち，構造に関す

る講義を行った。さらに，学生が自らの好きなブラン

ドについて互いに紹介しあうことによってグループ・

ワークに慣れるための導入を行った。知的財産に関す

る各種講習会等における石川講師の豊富な経験が活か

されている。

第 2週：マーケティングとブランド（2）（石川講師担

当）

マーケティングの基礎，マーケティングとブランド

の関連性に関する講義を行った。また，燃料カート

リッジを挿入することによって発電を開始する携帯型

燃料電池を題材にマーケティングに関するグループ・

ワークを行った。

図 1 第 2週の発表の様子

第 3週：マーケティングとブランド（3）（石川講師担

当）

サービス業におけるマーケティングとブランドに関

する講義を行った。また，本学における受験者の増加

を図ることを題材にマーケティングに関するグルー

プ・ワークを行った。さらに，業務用厨房機器の製造

会社が自ら開発したピザ釜をもってピザ・レストラン

の経営に進出するという状況を題材に事業戦略を検討

するグループ・ワークを行った。

図 2 第 3週の発表の様子

第 4週：マーケティングとブランド（4）（石川講師担

当）

第 1週から第 3週の授業において修得した内容を踏

まえてブランド提案を行い個人報告書にまとめる個人
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ワークを行った。また，個人報告書にまとめたブラン

ド提案をもちより，班として一つのブランド提案を決

定してグループ報告書にまとめるグループ・ワークを

行った。このグループ報告書はプレゼンテーション・

ソフトを使用して作成することとした。

第 5週：マーケティングとブランド（5）（石川講師担

当）

第 4週の授業においてまとめたグループ報告書につ

いてプレゼンテーション・ソフトを使用して班ごとに

発表するとともに質疑応答と講評を行った。発表され

たブランド提案は，その後の授業の題材として使用さ

れることになる。提案されたブランドは，スポーツ

カー専用タイヤのブランド，カレーライスの新たな食

べ方を提案するブランド，シリーズ作品の上映と幅広

い関連商品の販売による新たな映画館のあり方を提案

するブランド，高齢者が安心して快適に入浴すること

ができるお風呂のブランド，野菜摂取の習慣を促す子

供向け野菜ジュースのブランド，カロリーが低くリ

ラックス効果の高い夜専用チョコレートのブランド，

アスリート向け食事管理サービスのブランドであっ

た。

②パートⅡ：商標権の取得

第 6週：商標手続総論（1）（筆者担当）

ここでは第 5週において発表されたブランド提案を

いったん離れて，商標登録出願前から登録を得るまで

と，登録を得た後の商標権の管理に関する実務的な講

義を行った。また，審決取消訴訟に係る三つの判決(9)

のうちいずれか一つを取り上げ，裁判所の判断を要約

するとともに，裁判所の判断に対する自らの立場を示

したうえでその理由を個人報告書にまとめる個人ワー

クを行った。

第 7週：商標手続総論（2）（筆者担当）

第 6週と同じく，第 5週において発表されたブラン

ド提案をいったん離れて，使用許諾契約を中心とした

商標権の活用と，自らの商標権を侵害された場合，他

人の商標権を侵害してしまった場合の対応に関する実

務的な講義を行った。また，喫茶店を題材とした事例

問題を通じて，商標権侵害と抗弁の成立の可能性につ

いて検討したうえで個人報告書にまとめる個人ワーク

を行った。

第 8週：先行調査（三浦准教授担当）

特許情報プラットフォーム(10)を利用した商標の先

行調査に関して，学生が持参したノート PCを使用し

て実際に検索を行う演習を含む講義を行った。また，

学生が自ら考案した商標について先行調査を実施し，

その結果を個人報告書にまとめる個人ワークを行っ

た。さらに，第 5週の授業において発表されたブラン

ド提案に含まれる商標について先行調査を実施し，そ

の結果をグループ報告書にまとめるグループ・ワーク

を行った。

第 9週：商標登録出願（石川講師担当）

商標登録出願の願書の作成に関する実務的な講義を

行った。また，学生が自ら考案した商標について商標

登録出願の願書を作成し，個人報告書にまとめる個人

ワークを行った。さらに，第 5週の授業において発表

されたブランド提案に含まれる商標について商標登録

出願の願書に記載する指定商品または指定役務を検討

したうえでグループ報告書にまとめるグループ・ワー

クを行った。

図 3 第 9週の発表の様子

第 10 週：中間処理（石川講師担当）

拒絶理由通知を受けた場合の対応と意見書の作成に

関する実務的な講義を行った。また，飲料品を題材と

した事例問題を通じて，ひな形を基に意見書を作成

し，個人報告書にまとめる個人ワークを行った。さら

に，化粧品を題材とした事例問題を通じて，拒絶理由

通知を受けた場合の対応について検討したうえでグ

ループ報告書にまとめるグループ・ワークを行った。

③パートⅢ：商標権の活用

第 11 週：使用許諾契約（西岡教授担当）

商標の使用許諾契約に関して商標使用許諾契約書の

サンプルを示しつつ実務的な講義を行った。また，二

つの班を一組として，第 5週の授業において発表され

たブランド提案に含まれる商標について，ライセン
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サーの立場を取る班とライセンシーの立場を取る班を

決定したうえで，使用権の種類，使用料，契約期間を

中心に模擬的な契約交渉を行った。契約交渉にあたっ

ては，班ごとに作戦会議を開いた後，班の代表者が契

約交渉に臨むこととし，契約交渉の結果である覚書を

グループ報告書にまとめるグループ・ワークを行っ

た。さらに，第 11 週の授業において学んだ内容，契約

交渉における自らの役割と貢献を個人報告書にまとめ

る個人ワークを行った。

図 4 第 11 週のグループ・ワークの様子

第 12 週：侵害警告（箱田教授担当）

商標権の侵害警告に関して警告書，回答書のサンプ

ルを示しつつ実務的な講義を行った。また，二つの班

を一組として，第 5週の授業において一方の班から発

表されたブランド提案に含まれる商標について，他方

の班がその禁止権の範囲に属する標章の使用態様を提

示することとした。一方の班は自らの商標権を侵害す

ると考えられる標章の使用態様を提示した他方の班に

対する警告書を作成し，他方の班は一方の班が作成し

た警告書に対する回答書を作成するという演習を行っ

た。この演習においては，警告書の作成と回答書の作

成のいずれにおいても，自らの意見を個人報告書にま

とめる個人ワークを行った後に，個人報告書にまとめ

た意見をもちより，班として一つの警告書と一つの回

答書を作成してそれぞれグループ報告書にまとめるグ

ループ・ワークを行った。

図 5 第 12 週の発表の様子

図 6 第 12 週の講評の様子（石川講師）

第 13 週：侵害訴訟（箱田教授担当）

商標権の侵害訴訟に関して訴状のサンプルを示しつ

つ実務的な講義を行った。また，二つの班を一組とし

て，一方の班は第 12 週の授業において自らの商標権

を侵害すると考えられる標章の使用態様を提示した他

方の班に対して訴状を作成し，他方の班は一方の班が

作成した訴状に対する抗弁を中心とした答弁書を作成

するという演習を行った。この演習においても，自ら

の意見を個人報告書にまとめる個人ワークを行った後

に，個人報告書にまとめた意見をもちより，班として

一つの訴状と一つの答弁書を作成してそれぞれグルー

プ報告書にまとめるグループ・ワークを行った。
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図 7 第 13 週の発表の様子

④パートⅣ：まとめ

第 14 週：まとめ（箱田教授担当）

「ブランド知的財産探求」を履修して個人として学

んだ点，成長したと感じた点，それらを将来どのよう

に活かしていきたいか等を個人報告書にまとめる個人

ワークを行った。また，「ブランド知的財産探求」にお

いて修得した内容を「ブランドの一生を体験して」と

いうテーマに沿ってグループ報告書にまとめるグルー

プ・ワークを行った。このグループ報告書はプレゼン

テーション・ソフトを使用して作成することとした。

第 15 週：発表（箱田教授担当）

第 14 週の授業においてまとめた個人報告書につい

て短時間ではあるが個人ごとに発表した。また，第 14

週の授業においてまとめたグループ報告書についてプ

レゼンテーション・ソフトを使用して班ごとに発表す

るとともに質疑応答と講評を行った。

図 8 第 15 週の発表の様子

（５） 総括

第 5週の授業において発表したブランド提案に含ま

れる商標を題材として，先行調査，商標登録出願，中

間処理，使用許諾契約，侵害警告，侵害訴訟について

の手続を体験することによってブランドと知的財産に

関する理解がより深まったことが第 15 週の授業にお

ける発表からもうかがえた。また，2012 年の中央教育

審議会答申(11)が「学士力」を構成するものとして位置

づける「答えのない問題に解を見出していくための批

判的，合理的な思考力等の認知的能力」「チームワーク

やリーダーシップを発揮して社会的責任を担う，倫理

的，社会的能力」の成長も強く感じられるところであ

る。そこには，既存のブランドを教材として第三者的

に評価分析を加えるのではなく，自らブランド提案を

行い，自ら提案したブランドを題材としてその後の授

業を進めることによって，自らが主人公となって提案

したブランドを守り育てる気持ちが生まれたことが大

きく寄与しているように思われる。また，弁理士を含

む多彩な顔ぶれからなる教員によるところも大きい。

グループ・ワークについては，先に個人ワークを行

うことによって課題に対する自らの意見を整理したう

えでグループ・ワークに臨むことができるようにな

り，グループ・ワークの効率を大きく高めることがで

きたと考えている。また，発表の形式として，マー

カーによって記入と消去が可能な大判のシートを教室

壁面に付着させて行う簡易な形式とプレゼンテーショ

ン・ソフトを使用して行う形式を使い分けることに

よって，グループ・ワークにあてる時間を十分に確保

することができた。なお，グループ・ワークにあたっ

て班長や書記等を決定するように指導することはせず

に班ごとの自主性に任せたが大きな混乱は見られな

かった。ただし，「ブランド知的財産探求」の授業を通

して，全員が必ず 1回は発表することを求めた。この

ようなグループ・ワークの経験は就職活動においても

大きな自信につながるものと確信している。

４．工業デザインと知的財産

（１） 概要

「工業デザインと知的財産」は「ブランド知的財産探

求」に先立つ 2015 年度後期に新設した科目である。

「ブランド知的財産探求」はカリキュラム・マップにお

いて専門領域の一部を構成する探求科目，なかでも問

題解決の実践を目標とする科目であるが，「工業デザ
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インと知的財産」は探求科目ではあるものの問題解決

の実践を目標とする科目ではなく問題解決の手がかり

を見つけることを目標とする科目である。そこで，

「工業デザインと知的財産」は「ブランド知的財産探

求」のように週 3 コマの授業を 15 週にわたって行う

計 45 コマの授業から構成されるのではなく，週 1 コ

マの授業を 15 週にわたって行う計 15 コマの授業から

構成される。1 コマが 90 分であることに変わりはな

い。

「工業デザインと知的財産」においては，まず，講義

形式の授業によってデザイン思考(12)を概観する。こ

こでのデザインとは，プロダクトの造形にのみとどま

るものではなく，またデザイナーにしかできないこと

でもない。デザイン思考は，クリエイターと協同し，

知的財産を活用してイノベーションを生み出すことが

期待される本学部の学生にとって必ず学ぶべき方法論

であると考えている(13)。デザインとは想いを形にす

ることである。ここでの形とは，空間やプロダクトや

顧客が受け取る経験(14)の総称であって，プロダクトの

造形のみを意味するものではない。

そこで，「工業デザインと知的財産」を履修する本学

部の学生が自らデザイン提案を行うということも一案

ではあるが，本学は工学部を擁する工業大学であるの

で，本学工学部空間デザイン学科（以下，「空間デザイ

ン学科」という。）(15)においてプロダクト・デザインを

学修する学生が演習課題として作成したデザイン提案

を題材として「工業デザインと知的財産」の授業を進

めることとした。本学部の学生は空間デザイン学科の

学生による複数のデザイン提案のなかから一つを選択

して授業を進める。このような授業の進め方は，クリ

エイターと協同し，知的財産を活用してイノベーショ

ンを生み出すことが期待される本学部の学生にとって

適切であると考えている。

次に，同じく講義形式の授業によって企業活動の捉

え方，複数の知的財産法によるデザイン保護の可能

性(16)，マーケティングとブランドの基礎について教授

する。「工業デザインと知的財産」は知的財産法によ

るプロダクト・デザイン保護の可能性を探求するだけ

の科目ではなく，空間デザイン学科の学生によって提

案されたプロダクト・デザインをビジネスとしていか

に成功させるか，そのために知的財産をどのように活

用するのかを探求する科目である。

ここまでの講義形式の授業に第 1週から第 7週をあ

てる。続いて第 8週には，空間デザイン学科の教員で

あって空間デザイン学科の学生によるデザイン提案を

指導する教員による「デザインとは何か」というテー

マの特別講義を行うとともに，空間デザイン学科の学

生による複数のデザイン提案を本学部の学生に提示す

る。本学部の学生は空間デザイン学科の学生による複

数のデザイン提案のなかから一つを選択する。続いて

第 9 週から第 15 週を演習形式の授業にあてる。演習

形式の授業においては，班ごとに選択したデザイン提

案を題材にしてグループ・ワークによってビジネスの

検討と知的財産の活用について探求する。第 15 週に

は「工業デザインと知的財産」において修得した内容

を班ごとにまとめて発表する。

（２） 教員

「工業デザインと知的財産」は空間デザイン学科に

おいてプロダクト・デザインを指導する赤井愛准教授

と筆者が担当した。赤井准教授は，第 8 週における

「デザインとは何か」というテーマの特別講義と空間

デザイン学科の学生による複数のデザイン提案の紹介

を担当した。また，第 15 週において行った発表に対

する講評を担当した。

その他の週は筆者が担当したが，演習形式の授業に

あてた第 9 週から第 15 週においては，本大学院の学

生 3名にティーチング・アシスタントとして協力を依

頼した。ティーチング・アシスタントには，グルー

プ・ワークの課題に対して適切な議論が行われている

かどうかを班ごとに監視し，議論が停滞していたり発

散していたり不適切な方向に向かっていたりする場合

には，議論に対して適切な方向付けをする役割を与え

た。このような役割を課すことは，ティーチング・ア

シスタントを希望した学生の成長にも大きく寄与する

ものであると考えている。

（３） 構成

①パートⅠ：講義形式の授業

「工業デザインと知的財産」においては，計 15 コマ

の授業を三つのパートから構成した。パートⅠは講義

形式の授業によるパートであり，第 1週から第 7週を

あてる。ここでは，デザイン思考，企業活動の捉え方，

複数の知的財産法によるデザイン保護の可能性として

意匠法によるデザイン保護，特許法によるデザイン保

護，商標法によるデザイン保護，著作権法によるデザ
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イン保護，不正競争防止法によるデザイン保護，さら

にマーケティングとブランドの基礎について講義形式

の授業を行った。本学部の 2年次の学生 136 名のうち

40 名が「工業デザインと知的財産」を履修した。そこ

で，パートⅢにおける演習形式の授業のために 40 名

の学生を 11 の班に分けた。

「工業デザインと知的財産」における企業活動の捉

え方を図 9 に示す。企業活動とは，デザイン思考に

よって生まれた企業の想いを顧客に届けることであ

る。人間中心の考え方を基本とするデザイン思考にお

いては，イノベーションを生み出すために新たな技術

が必ずしも必要というわけではない(17)。そこで，図 9

においては技術を破線によって囲んでいる。想いは形

にしなければ顧客に届けることができないし，名前を

つけなければ識別することができない。ここでの形と

は，空間やプロダクトや顧客が受け取る経験の総称で

ある。図 9においては，形をデザインと表現し，名前

をブランドと表現している。

企業活動においてデザインとブランドは必須の要素

である。物品の形態は意匠法によって保護され，商品

または役務に使用をする標章は商標法によって保護さ

れるが，意匠法によって保護される形態や商標法に

よって保護される標章は，図 9においてデザインやブ

ランドによって表現される概念のごく一部にすぎな

い。しかしながら，知的財産を活用することによって

物品の形態にとどまらないデザインや商品または役務

に使用をする標章にとどまらないブランドを保護育成

することが可能になる。また，図 9に示した企業活動

の捉え方に顧客から企業へ向かう矢印を加えたものが

マーケティング，すなわち市場における顧客と企業の

コミュニケーションであるということができる。

図 9 企業活動の捉え方

なお，パートⅠでは，講義形式の授業に加えて，第

8週までに個人報告書を作成して提出することを課し

た。学生が自らの好きな商品であって市場にすでに存

在する商品を一つ取り上げて，その商品の知的財産法

による保護の状況とマーケティング戦略を調査したう

えで個人報告書にまとめるというものである。

②パートⅡ：特別講義とデザイン提案の提示

パートⅡは特別講義とデザイン提案の提示に関する

パートであり，第 8週をあてる。ここでは，赤井准教

授による「デザインとは何か」というテーマの特別講

義と空間デザイン学科の学生による複数のデザイン提

案の紹介を行った。特別講義は，デザイナーの視点か

らみたデザインとは何かということについて，本学部

の学生の理解を図ることを目標とする。クリエイター

と協同し，知的財産を活用してイノベーションを生み

出すことが期待される本学部の学生にとって，デザイ

ナーの考え方を理解することは極めて重要である。

空間デザイン学科の学生によるデザイン提案は，「0

次の備え」をテーマとする防災関連のデザイン提案 12

件，「握る」をテーマとする多彩なデザイン提案 23 件

である。本学部の学生は班ごとにいずれか一つのデザ

イン提案を選択する。その結果，「0次の備え」をテー

マとするデザイン提案 12 件のなかから 4 件が，「握

る」をテーマとするデザイン提案 23 件のなかから 5

件がそれぞれ選択された。なお，複数の班が同一のデ

ザイン提案を選択することを認めている。デザイン提

案には，プロダクト・デザインはもちろんのこと，空

間デザイン学科の学生が考えるデザイン提案のコンセ

プト，商品名，使用方法等が含まれる。図 10 に「0次

の備え」をテーマとするデザイン提案 12 件のなかか

ら本学部の学生によって選択された 4 件を，図 11 に

「握る」をテーマとするデザイン提案 23 件のなかから

本学部の学生によって選択された 5 件をそれぞれ示

す。

図 10 選択されたデザイン提案（1）
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図 11 選択されたデザイン提案（2）

③パートⅢ：演習形式の授業

パートⅢは演習形式の授業によるパートであり，第

9週から第 15 週をあてる。ここでは，班ごとに選択し

たデザイン提案を題材にして，グループ・ワークに

よってデザイン提案の理解，ビジネスの検討，知的財

産の活用について探求する。第 15 週には「工業デザ

インと知的財産」において修得した内容を班ごとにま

とめて発表する。

選択したデザイン提案を正しく理解することは極め

て重要である。しかしながら，本学部の学生に対し

て，空間デザイン学科の学生によるデザイン提案に一

切変更を加えてはならないこととはしていない。むし

ろ，ビジネスとして成功させるためにデザイン提案を

どのように発展させるか，そのために知的財産をどの

ように活用するのかについての探求を求めている。し

たがって，本学部の学生は，空間デザイン学科の学生

によるデザイン提案に対して，ターゲットとなる顧客

を追加変更したり，製品（Product），プロモーション

（Promotion），流通（Place），価格（Price）からなる 4P

戦略を自ら検討したりすることができる。また，本学

部の学生は，空間デザイン学科の学生によるデザイン

提案に含まれる商品名をそのまま採用するのか，ある

いは新たなブランドを提案するのかを自ら選択するこ

とができる。なお，ビジネスの検討においては，選択

したデザイン提案をもって本学発のベンチャー企業と

して市場に新規参入するという仮定をおいている。

知的財産の活用については，意匠法によるプロダク

ト・デザイン保護が最初に思い当たるところである

が，意匠法によるプロダクト・デザイン保護について

も部分意匠，関連意匠等各種制度の活用を検討する余

地がある。また，デザイン提案のなかには，空間デザ

イン学科の学生が気づいていないところに発明が隠れ

ているかもしれない。ビジネスの検討においても，知

的財産による保護が必要なアイデアが生まれるかもし

れない。さらに，選択したデザイン提案をもって市場

に新規参入する本学発のベンチャー企業として，すで

に市場に存在する他社と競い合っていくのか，協力関

係を築いていくのかによっても知的財産の活用のあり

方は異なってくる。

第 15 週においては，デザイン提案の理解，ビジネス

の検討，知的財産の活用についてまとめたグループ報

告書を基に，プレゼンテーション・ソフトを使用して

班ごとに発表するとともに質疑応答と講評を行った。

５．展望

知的財産人材の育成，大学教育の質的転換を背景

に，本学部においても知的財産教育の見直しが求めら

れている。その成果として，2016 年度よりカリキュラ

ム・マップにおいて専門領域の一部を構成する探求科

目，なかでも問題解決の実践を目標とする科目を 6科

目新設した。これらの科目はいずれも PBL を取り入

れている。これらの科目の一つであって筆者が全体の

取りまとめを行った「ブランド知的財産探求」は 2016

年度前期に 1年目の授業を終了したので，その総括を

行った。また，筆者は同じく PBL を取り入れた科目

であって 2015 年度後期に新設した「工業デザインと

知的財産」を他の教員とともに担当しているので，

PBL を取り入れた授業による知的財産人材の育成の

観点から，「工業デザインと知的財産」についてもあわ

せて紹介した。

しかし，PBL を取り入れたこれらの科目の新設は，

本学部における知的財産教育の見直しの端緒に過ぎな

い。本学部は 2017 年度より知財プロフェッショナル

コース，ブランド&デザインコース，ビジネスマネジ

メントコースの三つのコースからなるコース制を採用

する予定である。これにともなって「ブランド知的財

産探求」は，デザインについての探求も取り込むべく

設計を見直す必要がある。また，「工業デザインと知

的財産」においては，新たに見直される「ブランド知
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的財産探求」への接続も考慮しつつ，実務的な内容よ

りも学生の発想力，構想力を育むことを重視する内容

へと変えていきたいと考えている。

PBLを取り入れた科目を増やすことによって，伝統

的な講義形式の授業による科目が減るために基礎的な

学力の低下を懸念する声も聞かれる。しかし，PBLを

取り入れた科目においては，問題解決のために学生が

自ら進んで知識を吸収したうえで自ら考えることを求

めている。そのような効果が得られていないとすれ

ば，PBLを取り入れた科目の設計に問題があると考え

られる。いずれにしても，本学部における知的財産教

育の見直しは始まったばかりである。知的財産を活用

してイノベーションを生み出すことができる人材の育

成に引き続き取り組んでいかなければならないが，そ

のために最も重視すべきことは自ら学び自ら考えると

いう態度を涵養することであると考えている。
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